
多
文
化
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
、

①
在
住
外
国
人
に
対
す
る
支
援
拡
充
の
取

組
は
。
②
外
国
人
の
受
入
れ
に
対
す
る
認

識
と
今
後
の
取
組
は
。

政
策
推
進
部
長
／
①
在
住
外
国
人
の

支
援
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
、
令
和
六

年
度
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、

日
常
生
活
に
必
要
な
情
報
を
確
実
に
届
け

る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
外
国
人
が
転
入
手
続
を
行
う

際
に
、
生
活
を
ス
ム
ー
ズ
に
始
め
る
た
め

の
生
活
情
報
に
つ
な
が
る
Ｑ
Ｒ
を
掲
載
し

た
チ
ラ
シ
の
配
付
を
開
始
し
た
。
今
後
も

在
住
外
国
人
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
、

問答

支
援
の
拡
充
に
努
め
て
い
く
。

市
長
／
②
在
住
外
国
人
を
含
む
全
て
の
人

が
、
地
域
を
担
う
住
人
と
し
て
、
国
籍
や

文
化
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
の
人

権
を
尊
重
し
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
る
社
会
の
実
現
は
重
要
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。
今
後
は
在
住
外
国
人
に
向

け
て
行
っ
て
い
る
外
国
人
相
談
窓
口
及
び

日
本
語
教
室
の
運
営
等
の
継
続
的
な
取
組

に
合
わ
せ
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
全
市
民
に

周
知
を
図
る
ほ
か
、
外
国
人
と
の
共
生
に

対
す
る
日
本
人
住
民
の
不
安
や
課
題
に
対

応
で
き
る
よ
う
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
て

い
く
。

多文化共生社会の実現に向けた
取組は

平
野
　
　
謙

市政について問う！ 一 質般 問

用 解語 説

　旧イシバシプラザ跡地を囲む防音壁をキャンバスに
見立て、「まちを明るく照らしたい」という思いを込
め描かれた大規模絵画のこと。

※４　カベヌマ（P.8）

　組織全体にオフィス改革を展開する前に、特定の部
門や課単位で試験的に新しい働き方を導入する取組の
こと。

※３　パイロットオフィス（P.7）

　認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面
の支援として、市町村がコーディネーターを配置し、
地域において把握した認知症の人の悩みや家族の身近
な生活支援ニーズ等と認知症サポーターを中心とした
支援者をつなぐ仕組みのこと。
　沼津市では、現在 11チームが活動している。

※５　チームオレンジ（P.8）

　空き家の売却または賃貸を希望する所有者等が当該
空き家に関する情報の登録を行い、その情報を公開す
るとともに、空き家の利用を希望する者に対しその詳
細情報を提供する制度のこと。

※１　空き家バンク制度（P.6）

沼
津
夜
間
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
、
約
二
億
六
千
万
円
の
使
途
不
明
金

が
発
生
し
た
が
、
こ
の
問
題
の
真
の
被
害

者
は
誰
か
。

市
民
福
祉
部
長
／
同
セ
ン
タ
ー
は
、

三
市
三
町
が
公
金
を
投
入
し
て
運
営
し
て

い
る
。
よ
っ
て
、
使
途
不
明
金
は
そ
れ
ぞ

れ
の
市
町
の
住
民
の
財
産
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
今
後
は
、
使
途
不
明
金
に
つ

い
て
、
刑
事
告
訴
及
び
民
事
手
続
の
進
捗

状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
三
市
三
町
で
対

応
を
協
議
し
て
い
く
。

門
池
公
園
の
た
め
池
に
お
け
る
さ
ら

な
る
安
全
対
策
と
し
て
、
構
造
を
知
ら
せ

問答問

る
看
板
設
置
や
、
危
険
箇
所
が
視
認
で
き

る
程
度
ま
で
水
位
を
下
げ
る
検
討
は
。

産
業
振
興
部
長
／
地
元
自
治
会
か
ら

の
要
望
を
重
く
受
け
止
め
、
水
難
事
故
を

防
ぐ
注
意
喚
起
と
危
険
性
を
告
知
す
る
具

体
的
な
方
法
を
地
元
の
意
見
を
聞
き
な
が

ら
検
討
す
る
。
ま
た
、
水
位
を
下
げ
る
こ

答

沼津夜間救急医療センターにおける
使途不明金問題の真の被害者は

山
下
　
富
美
子

▲水難事故後、緊急措置として
設置された看板　　　　　

と
に
つ
い
て
は
、
農
業

用
水
と
し
て
の
利
用
や

多
く
の
市
民
に
親
水
公

園
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
る
状
況
を
踏
ま
え
、

水
利
組
合
や
地
元
自
治

会
等
と
協
議
し
て
い
く
。

　これまで学校の教員が指導等を担っていた中学校部
活動を、学校以外の地域や民間クラブが主体となって
運営するクラブ活動へと移行するもので、本市ではこ
れを「ヌマカツ」と呼ぶ。
　本年９月に、サッカー・陸上競技の２種目において
休日の部活動を終了して「ヌマカツ」
がスタートしており、今後、
他種目についても段階的に
移行される。

※２　ヌマカツ（P.7）
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https://smart.discussvision.net/smart/tenant/numazu/WebView/rd/speech.html?council_id=61&schedule_id=4&playlist_id=1&speaker_id=40&target_year=2025
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